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空家問題対策やマイナンバー制度を解説！お子様向けイベントも開催！ 

資産家、土地オーナー様、会社経営者様向けセミナー 

8月開催情報のご案内 
各種セミナー情報  http://www.leopalace21.jp/seminar/ 

株式会社レオパレス 21（東京都中野区、社長：深山英世、以下：レオパレス 21）は 2015年 8月、資産家や土地オーナー様・

会社経営者様向けに、専門家による、税務、相続、ライフプランなどの各種セミナーやお子様向けイベントを開催いたします。会

場は、東京・名古屋・福岡です。 

8 月 9 日（日）には、東京会場と福岡会場で空家問題対策セミナー「相続対策と空家問題の解決手法“家族信託”！～家

族で行う新しい財産管理と承継手法とは～」を開催。 

8 月 23 日（日）には、東京会場でお子様向けイベント「夏休み科学体験祭り」、名古屋会場でマイナンバー制度セミナー 

「“知っておきたいマイナンバー制度”マイナンバーで私たちの暮らしはどう変わる!?」を開催いたします。 

 

＜8月開催情報＞ 

東京会場：空家問題対策セミナー 

「相続対策と空家問題の解決手法“家族信託”！ 

～家族で行う新しい財産管理と承継手法とは～」 

日時：2015年 8月 9日（日）13:30～15:00 

（事前予約制、参加費無料） 

会場：レオパレス 21東京本社（東京都中野区本町 2-54-11） 

講師：プロサーチ株式会社 執行役員 松尾企晴 氏 

URL：http://www.leopalace21.jp/seminar/#tokyo 

2015 年 5 月から「空家対策の推進に関する特別措置法案（空家対策特別措置法）」

が完全施行され、空家の固定資産税が何倍にもなることから、実家・空き家の問題が

大きな注目を集めています。また 2015年 1月から相続税制が改正され、課税対象者が

大幅に増え、相続対策や財産管理をどのようにするか、真剣に考える時が来ています。

本セミナーでは、不動産相続対策と空家問題を中心に、いま話題の「家族信託」を利

用して、有効な財産管理や各種対策案を事例を交えて分かりやすく解説します。 

 

東京会場：お子様向けイベント「夏休み科学体験祭り」 

日時：2015年 8月 23日（日）13:00～15:00 

（事前予約制、参加費無料、定員 100名） 

会場：レオパレス 21東京本社（東京都中野区本町 2-54-11） 

講師：元学研科学創造研究所主任研究員 

前板橋区立教育科学館館長 金子茂 氏 

URL：http://www.leopalace21.jp/seminar/#tokyo 



お子様、お孫様の夏休み期間を利用して科学のおもしろさを体験してみませんか？「光

るスライム」「ブーメラン」「ミニ空気砲」「ホバークラフト」「入浴剤」の 5 つのコーナーで工作

し、科学の原理を学べるイベントです。また、ご来場いただいたお子様にはお菓子の詰め

合わせをプレゼントいたします。 

 

名古屋会場：マイナンバー制度セミナー 

「“知っておきたいマイナンバー制度”マイナンバーで私たちの暮

らしはどう変わる！？」 

日時：2015年 8月 23日（日）13:00～14:30 

（事前予約制、参加費無料） 

会場：ホテルレオパレス名古屋（愛知県名古屋市千種区内山 3-4-4） 

講師：住友生命保険相互会社 営業総括部 中部育成室 

上席部長代理 藤本俊丈 氏 

URL：http://www.leopalace21.jp/seminar/#nagoya 

2015年 10月から日本国内で住民登録をしているすべての人に、市区町村長が「12 ケタ

の個人番号（マイナンバー）」を指定します。この個人番号の膨大な集積データは、複数の

行政機関にある個人情報が同一人の情報であるかどうかを確認するための基盤として利

用して、行政事務の効率化と透明化に役立ちます。本セミナーでは、まだよく知られていな

いマイナンバー制度の仕組みから、私たちの暮らしに与える影響まで、わかりやすく解説しま

す。 

 

福岡会場：空家問題対策セミナー 

「相続対策と空家問題の解決手法“家族信託”！ 

～家族で行う新しい財産管理と承継手法とは～」 

日時：2015年 8月 9日（日）13:00～14:30 

（事前予約制、参加費無料） 

会場：ホテルレオパレス博多（福岡市博多区博多駅東 2-5-33） 

講師：プロサーチ株式会社 執行役員 荒井英雄 氏 

URL：http://www.leopalace21.jp/seminar/#fukuoka 

2015年 5月から「空家対策の推進に関する特別措置法案（空家対策特別措置法）」が

完全施行され、空家の固定資産税が何倍にもなることから、実家・空き家の問題が大き

な注目を集めています。また 2015年 1月から相続税制が改正され、課税対象者が大幅

に増え、相続対策や財産管理をどのようにするか、真剣に考える時が来ています。本セミ

ナーでは、不動産相続対策と空家問題を中心に、いま話題の「家族信託」を利用して、

有効な財産管理や各種対策案を事例を交えて分かりやすく解説します。 

 

＜セミナーに関するお問い合わせ・お申し込み先＞ 
http://www.leopalace21.jp/seminar/ 

賃貸住宅経営、専用住宅に関するご相談窓口 フリーコール 0120-008421 
 
 

 

 

http://www.leopalace21.jp/seminar/

